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平成20年度環境技術実証事業「閉鎖性海域における水環境改善技術分野」の実証対
象技術を募集します 

 環境省が実施する環境技術実証事業「閉鎖性海域における水環境改善技術分野」において、三重県は平成

20年度の実証機関として選定されましたので、実証対象技術を下記のとおり募集します。 

 なお、環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価

が実施されていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者（実

証機関）が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普

及を促進し、環境保全と環境産業の発展に資することを目的としています。 

                        記 

１ 募集内容 

 (1) 実証対象技術 

   閉鎖性海域の生物生息環境の改善に関して海域に直接適用可能な技術で、アマモ場の造成又は再生技 

  術を対象とします。ただし、薬剤等を投入するもの及び大規模な土木工事を要するものを除きます。 

   なお、対象技術は、開発中の技術ではなく、既に商業化段階にある技術で、過去に公的資金（国費） 

  による類似の実証等が行われていないものに限ります。 

 (2) 実証試験実施場所 

   三重県津市藤方地先（御殿場海岸） ※このページ最後の「関連資料」を参照してください。 

   水深 DL -0.5～-1.5m程度 

 (3) 実施期間 

   平成20年度から平成21年度（最大２年間） 

２ 申請者の要件 

  次の要件を全て満たすことが必要です。 

 (1) 実証対象となる技術を有する民間企業であること 

 (2) 実証試験実施場所に実証対象技術を設置及び維持管理に要する経費を負担すること 

 (3) 「閉鎖性海域における水環境改善技術実証試験要領（平成20年１月31日環境省水・大気環境局）」で 

  定められた事項を遵守すること 

   実証試験要領は、このページ最後の「関連資料」を参照してください。 

３ 実証対象技術の申請及び選考方法 

 (1) 申請方法 

   実証対象技術ごとに申請書及び資料各２部（正本１部、写し１部）を申請先に郵送により提出してく 

  ださい。なお、添付資料については、後日20部程度提出していただくことがあります。 

  ・実証試験申請書（様式指定） 

    「閉鎖性海域における水環境改善技術実証試験要領」p.25～39 

  ・申請書に添付する書類（様式自由） 

    「閉鎖性海域における水環境改善技術実証試験要領」に定めのある添付書類（技術仕様書、自社試 

   験結果詳細、実証試験方法提案書等）、及び対象技術に関するパンフレット、設置事例に関する資料 

   があれば提出してください。 

 (2) 申請の締切・提出先 

   平成20年５月９日（金）必着（郵送に限ります） 

   提出先：〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県環境森林部水質改善室 

 (3) 選考及び選考結果の通知 

   書類選考及び技術実証委員会での意見を踏まえ、実証対象技術を選定し、環境省の承認を得て決定し 

  ます。 

   なお、実証対象技術の選定は、「閉鎖性海域における水環境改善技術実証試験要領」に示されている 

  形式的要件、実証可能性及び環境保全効果等の観点のほか、改善技術の内容、先進性、安全性、応募数 

  等を勘案して行います。 

   選定結果は、申請者に個別に通知するとともに、採択された申請者の名称及びその技術について公表 

  します。 

４ 平成20年度のスケジュール（予定） 

    実証対象技術の公募   ５月９日締切 

    実証対象技術の選定   ５月下旬 

    実証試験計画の策定   ６月上旬 

    実証試験の開始     ６月中旬 

５ その他 

  次の事項について、留意願います。 

 (1) 実証試験結果の如何にかかわらず、実証試験結果報告書は環境省のホームページを通じて公表される 
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  予定です。 

 (2) 特許等に関する調整事項がある場合は事前に調整を済ませておいてください。 

 (3) 特許等の関係で公開できない情報等につきましては別途協議させていただきます。 

 (4) 環境技術実証事業の仕組み等について、環境省の環境技術実証事業ホームページをご覧いただき、十 

  分にご理解ください。 

６ 申請書提出先及び問い合わせ先 

 (1) 申請書提出先及び申請に関するお問い合わせ先 

   〒514-8570 三重県津市広明町13番地  

         三重県環境森林部水質改善室（担当：森村） 

          tel:059-224-2382 fax:059-229-1016 

 (2) 技術的事項に関するお問い合わせ先 

   実証試験実施場所、実証試験項目などの技術的事項については、環境森林部水質改善室ではお答えで 

  きない場合がありますので、次の担当者にお問い合わせください。 

         三重県農水商工部科学技術・地域資源室（担当：川本） 

          tel: 059-224-2335 fax:059-224-2078 

関連資料 

閉鎖性海域における水環境改善技術実証試験要領（PDF（752KB））  

実証試験実施場所（周辺地図）（PDF（41KB））  

関連リンク 

環境技術実証事業ホームページ（環境省）  
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